
令和７年度 高槻市民間学童保育室環境整備事業費補助金 

追加募集要項 

 

本市では、「第三次高槻市子ども・子育て支援事業計画」等を参考に、学童保育を必要とする児

童の受入れが困難な状況が予測される地域において、民間学童保育室の運営事業者への補助を行う

ことで、学童保育の実施場所の確保に取り組んでいます。 

先般、令和８年４月から新たに民間学童保育室を実施するために必要となる整備費用の助成を行

う事業者を募集したところですが、１区域で応募がなかったため、追加募集します。 

 

１ 募集内容 

（種別） 

放課後児童健全育成事業（児童福祉法第６条の３第２項） 

民間学童保育室事業の実施については、「高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する

基準を定める条例」、「高槻市民間学童保育室運営事業実施要綱」の規定を遵守すること 

 

（補助対象事業・補助額） 

「高槻市民間学童保育室環境整備事業費補助金交付要綱」に規定する、次のいずれかの事業 

（１）「民間学童保育室設置促進事業」 

放課後児童健全育成事業を新たに実施するために必要となる民家・アパートなど既存

施設の改修、設備の整備並びに修繕  １施設につき 上限１，２００万円 

（２）「民間学童保育室環境改善事業」 

放課後児童健全育成事業を新たに幼稚園、認定こども園等において実施するために必

要な設備の整備並びに修繕   １施設につき 上限５００万円 

 

（補助対象募集件数） １件 

 

（設置場所） 

  次の各区域から１か所 

・桃園小学校区のうち、上田辺町、紺屋町、桃園町、城北町一丁目１０～１５番地、 

城西町１・４番地 

※対象となる区域に設置し、高槻市内に住所を有する児童を対象とすること。 

 

（施設の規模）  

定員４０名以上 

※専用区画（遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画）が児

童1人につき１．６５㎡以上あること。 

 

 

 



（応募資格） 

・社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、株式会社、一般社団法人、一般財団法人、

公益社団法人、公益財団法人、合同会社 

・応募時において、放課後児童健全育成事業、幼稚園、保育園、認定こども園又は小規模保

育事業を実施している実績を有すること。 

 

（応募の制限） 

次のいずれかに該当する場合は、応募者となることができない。 

ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

等により更正又は再生手続きをしている法人 

イ 応募期間中に高槻市から指名停止措置を受けている法人 

ウ 国税、地方税を滞納している法人 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

項に掲げる暴力団又はそれらの利益となる活動を行い、若しくはそのおそれのある法人 

 

（開所時期） 

令和８年４月 

開所時期までに、児童福祉法第３４条の８第２項に規定する放課後児童健全育成事業開始届

を行っていること。なお、令和８年４月以前に開所することは、差し支えない（ただし、令和

７年度分の運営事業費補助金の交付を保証するものではない）。 

 

２ 応募・選考のスケジュール 

（１）募集要項の配付  令和７年１０月１５日（水）～１０月３１日（金） 

（２）質 問 の 受 付  令和７年１０月１５日（水）～１０月２３日（木） 

（３）質 問 の 回 答  令和７年１０月２８日（火） 

（４）応募書類の受付  令和７年１０月２７日（月）～１０月３１日（金） 

（５）選考結果通知  令和７年１１月１７日（月）頃 

※配付・受付は市役所の開庁時間内（土日祝を除く８：４５～１７：１５）とする。 

 

３ 応募様式等 

応募様式は、市役所子ども青少年課で配付、又は市ホームページからダウンロード。 

（１）民間学童保育室環境整備事業費補助金協議書（様式第１号） 

（２）補助事業の事業計画書又はこれに相当する書類（別紙１） 

（３）補助事業の収支予算書又はこれに相当する書類（申請額の算出の基礎）（別紙２） 

（４）放課後児童健全育成事業、幼稚園、保育園、認定こども園又は小規模保育事業の実施実

績を示すもの 

（５）応募の制限に該当しないことの誓約書 

 

４ 質疑応答 

公募の内容について質問がある場合、子ども青少年課へＦＡＸ、又は市ホームページ「お問

い合わせフォーム」（掲載ページ下部）で送付すること。 



質疑を提出できる者は、応募資格に該当する者とする。 

 

５ 参考 

補助要綱等は、市ホームページからダウンロードできる。 

（１）高槻市民間学童保育室環境整備事業補助金交付要綱 

（２）高槻市児童福祉法に基づく事業及び施設に関する基準を定める条例 

（３）高槻市民間学童保育室運営事業実施要綱 

 

６ 注意事項 

（１）事業計画書を提出しても、審査の結果、採択されないことがあります。 

（２）複数の事業者が同一校区に応募があった場合については、あらかじめ定めた選考基準（事

業計画の内容や小学校からの距離など）により事業者の決定を行います。 

（３）今回の募集は、今年度に環境整備事業を実施し、令和８年４月に開所する事業者が対象

となり、令和８年４月までに放課後児童健全育成事業の開始届出が必要となります。 

   （令和８年４月からの入室希望者については、令和８年１月頃から入室受付できることが

望ましい。） 

（４）事業計画書は、不採択となっても返却はいたしません。 

（５）応募書類の提出後、子ども青少年課職員により事業計画の内容等について、お問い合わ

せする場合があります。 

（６）補助整備完了後、提出された事業計画内容が履行されていることを確認するため、子ど

も青少年課職員による立入検査を実施します。 

（７）運営費の補助（年額５２８万円～６５５万２千円予定（支援員数（常勤・非常勤）・入

室児童数による）、他に施設の賃借料助成等あり）については、入室児童が２０人以上の

場合に対象（１０人以上２０人未満の場合は減額して助成。ただし経過措置あり）となり、

事業開始後に、別途、令和８年度交付申請が必要となります。 

（８）設置場所については、建築協定制度等を確認し、放課後児童健全育成事業を実施できる

場所であることを確認しておいてください。 

      

７ 提出先・お問合せ先 

高槻市 子ども未来部 子ども青少年課（市役所総合センター８階） 担当：笹田・松岡 

電話番号：０７２－６７４－７６５６  

Ｆ Ａ Ｘ：０７２－６７４－７７２１ 

※市役所の開庁時間内（土日祝を除く８：４５～１７：１５）とする。 


